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刑務所出所者等就労支援事業（支給業務等） 

に関する民間競争入札実施要項 

 

 

第１ 趣旨 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる

利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、

その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させ

ることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すも

のである。 

 前記を踏まえ、厚生労働省は、公共サービス改革基本方針（令和２年７月７日閣議決定）

別表において民間競争入札の対象として選定された刑務所出所者等就労支援事業（支給業

務等）について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下「実

施要項」という。）を定めるものとする。 

 

第２ 刑務所出所者等就労支援事業（支給業務等）の詳細な内容及びその実施に当たり確

保されるべき質に関する事項 

 

１ 事業の目的 

   再犯を防止する上で、刑務所出所者等の就労の確保が極めて重要であり、関係省庁

が一体となって推進すべき大きな課題であることから、法務省との連携の下、刑務所

出所者等に対する生活基盤整備、就労支援策等を総合的、一元的に実施するスキーム

を構築して、矯正施設・更生保護関係機関と職業安定機関との連携体制の強化を図り、

刑務所出所者等に対する就労支援を実施している。 

   本事業は、刑務所出所者等就労支援の実施経費についての支給業務等を委託するも

のである。 

 

２ 用語の定義 

(1)「刑務所出所者等」は、刑事施設（刑務所、少年刑務所及び拘置所をいう。以下同

じ。）に収容されている懲役受刑者、禁錮受刑者及び少年院に収容されている在院者

並びに更生保護法（平成 19 年法律第 88 号）第 48 条又は売春防止法（昭和 31 年法

律第 118 号）第 26 条第１項の規定による保護観察の対象者及び更生保護法第 85 条

第１項の規定による更生緊急保護の対象者をいう。 

(2)「矯正施設」は、刑事施設及び少年院をいう。 

    

３ 事業期間 

   令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで 

 

４ 事業の内容 

  事業の内容等は以下のとおりであり、具体は別添資料「刑務所出所者等就労支援事

業（支給業務等）に関する仕様書」（以下「仕様書」という。）に従うものとする。 

 (1) 職場体験講習実施奨励金の審査及び支給（支給予定件数：20 件） 

   受託者は、刑務所出所者等に職場体験講習を行う事業主に対して、必要な給付処

理（事業主に対して、職場体験講習実施奨励金を支給することを含む。）を実施する。 
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 (2) 職場体験講習受講援助費の審査及び支給（支給予定件数：20 件） 

受託者は、職場体験講習を受講する刑務所出所者等に対して、必要な給付処理（刑

務所出所者等に対して、職場体験講習受講援助費を支給することを含む。）を実施す

る。 

 (3) 傷害賠償責任保険の加入（加入予定件数：20 件） 

受託者は、職場体験講習の講習受講生が受講中及び通所途上に事故等により怪我

をした場合及び講習受講生が受講中に講習実施者等に損害を与えた場合に備えて、

傷害賠償責任保険に加入する。 

 (4) 試行雇用助成金の審査及び支給（支給予定件数：150 件） 

刑務所出所者等を試行的に雇用する事業主に対して、必要な給付処理（事業主に

対して、試行雇用助成金を支給することを含む。）を実施する。 

 (5) セミナー及び事業所見学会の必要経費の審査及び支給（セミナー等の実施予定回

数：75 回） 

   ア セミナー 

安定所、保護観察所又は矯正施設が企画・実施する刑務所出所者等を聴講者と

するセミナー実施に係る費用の支払い等を行う。 

      イ 事業所見学会 

安定所、保護観察所又は矯正施設が企画する刑務所出所者等を対象とする事業

所見学会の実施に係る経費の支払い等を行う。 

    (6) 実施状況の報告・定例会議の開催 

ア 受託者は、上記(1)から(4)までの業務について、前月までの業務の実施状況を

とりまとめ、毎月 15 日まで（３月分については最終開庁日まで）に、別途定める

様式により厚生労働省に報告する。 

イ 作業の進捗状況等を報告するため、厚生労働省の担当職員との会議を定期的に

行うこと。 

また、当該会議の開催の都度、原則、３営業日以内に議事録を作成し、関係者

に内容の確認を行った上で、厚生労働省の担当職員の承認を得ること。 

 

５ 事業の実施体制の確保 

   受託者は、本事業を円滑かつ効果的に実施するため、必要な人員を配置するととも

に、落札後速やかに、配置等を示す書類を厚生労働省に提出すること。 

   また、受託者は以下の事項を遵守すること。 

(1) 本事業従事中に別事業と兼務する場合は、業務日報等において勤務日数、時間等

を管理し、当該事業に係る活動日数、勤務時間報告等において本事業に従事した時

間を把握すること。 

(2) 本事業の職務上で知り得た秘密については、厚生労働省の求めに応じる場合を除

き、契約期間終了後も漏らしてはならない。 

(3) 本事業を介して政治的行為をしてはならない。 

(4) 本事業で取得した個人情報や事業主に係る情報については、情報漏洩が起きるこ

とがないよう、十分に適切な管理を行うこと。また、本事業以外に当該情報を使用

することがないよう管理を徹底すること。 

 

６ 事業の実施により確保されるべき質に関する事項 

(1）本事業の実施に当たっては、本実施要項のほか仕様書に沿った対応をし、業務の

履行を遵守すること。 
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(2) 各支給業務においては、支給申請書等の提出された書類について十分な審査を行

い、迅速かつ適正に支給又は不支給の決定を行うこと。 

  (3) トライアル雇用結果報告書兼試行雇用助成金支給申請書を受理してから、６週間

以内の支給・不支給決定が 80％以上であること。 

 

第３ 委託費の支払いに関する事項 

 

１ 委託費の経費の内容 

   受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費

に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはで

きないこと。 

   また、経費の支払いに当たっては、合理性かつ効率性等を踏まえることとし、精算

時に受託者の支出経費について精査し、不適切と認められた場合、その経費を委託費

で支弁しない。 

   なお、契約額を超える額については、受託者の負担とする。 

 

２ 委託費の概算による支払いの取扱い 

   委託費は事業終了後の精算払が原則であり、概算による支払いを希望する場合であ

っても、別途、財務省関係部局との協議を経て承認されることが必要となるため、必ず

しも概算による支払いができるものではないことに留意すること。 

 

３ 会計手続に関する受託者の責務 

(1）受託者は事業終了後においても、精算の完了まで責任を持って対処することとし、

翌年度の事業を受託していない場合、事業が廃止されている場合であっても、責任

を免れることはできないこと。 

     なお、事業終了後の精算に関する受託者の人件費等の経費が生じる場合は、受託

者の負担とすること。 

(2) 受託者は、請求する経費の根拠資料（賃金台帳、本事業への従事状況が確認でき

る業務日報、領収書等）を整備し、厚生労働省から求めがあった場合は、速やかに

提示できるようにしておくこと。 

(3) 受託者は、備品等財産の取得が必要と考える場合には、品目、必要性、個数、管

理方法等について、事前に厚生労働省と協議することとし、当該協議の上、財産を

取得した場合には、取得費用、保守・保管は委託費にて支弁すること。 

    また、当該財産の処分等については、契約書に基づくこと。 

    なお、協議がない場合には、委託費での支弁は認められないこと。 

(4）受託者は、落札後速やかに厚生労働省と協議の上、経費の支出に関しての規程を

作成し、契約締結後において当該規程の遵守に努めなければならないこと。 

(5) 委託費の経理に関し、他の事業の経理と区分して行うこと。 

 

４ 法令変更による増加費用及び損害の負担 

 法令の変更により受託者に生じた合理的な増加費用及び損害は、(1)から(3)までに

該当する場合には厚生労働省が負担し、それ以外の法令変更については受託者が負担

する。 

(1) 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

(2) 消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 
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(3) 上記(1)及び(2)のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の

新設・変更（税率の変更含む。） 

 

第４ 競争参加資格 

 

 １ 法第 15 条において準用する法第 10 条各号（同条第 11 号を除く。）に該当する者で  

ないこと。 

 

２ 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条の規

定に該当しない者であること（なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約

締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。）。 

 

３ 予決令第 71 条の規定に該当しないこと。 

 

４ 厚生労働省から業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

５ 令和 01・02・03 年度（又は平成 31・32・33 年度）厚生労働省競争参加資格（全省

庁統一規格）の「役務の提供等」において、「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の競争参加資格を

有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請

を行う必要がある。 

 

６ 労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年

金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと（入札書提出期限の直近２年間

の保険料の滞納がないこと。）。 

 

７ 次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 

(1) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 

(2) 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

  

 ８ 次に掲げる全ての事項に該当する者であること。 

なお、本実施要項における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法

（昭和 23 年法律第 25 号）第 193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）で定められた用語のうち「親会社」、

「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 

(1) 入札書提出時において、過去５年間に職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）又は

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60

年法律第 88 号。第３章第４節の規定を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命

令若しくは処分に違反していないこと（これらの規定に違反して是正指導を受けた

もののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。）。 

(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）に基づく障害者雇

用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害

者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇

用状況の改善に取り組んでいること。 
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(3) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68 号）に基づく高年

齢者雇用確保措置を講じていること。 

(4) 入札書提出時において、過去３年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、

社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者

でないこと。 

 

 

第５ 入札に参加する者の募集に関する事項 

 

１ 入札の実施手続き及びスケジュール 

  ・ 入札公告        令和３年 1月中旬頃 

   ・ 入札説明会（※１）   令和３年１月下旬頃 

   ・ 開札・落札予定者の決定 令和３年３月上旬頃 

   ・ 落札者の決定      令和３年３月中旬頃 

   ・ 事業の引継ぎ・準備期間 令和３年３月中旬頃 

   ・ 契約締結（※２）    令和３年４月１日（予定） 

    （※１） 説明会に参加できなかった者から希望があれば個別に説明を行う。 

（※２） 令和３年度予算が令和３年４月 1 日までに成立しない場合は、別途協議

する。 

 

２ 入札実施手続 

(1）質問受付 

     入札公告以降、本実施要項の内容や入札に係る事項について、厚生労働省に対し

て質問を行うことができる。質問は原則として電子メールにより行い、質問内容及

び厚生労働省からの回答は、原則として入札説明書の交付を受けた全ての者に対し

公開する。ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判

断される場合には、質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

(2) 提出書類 

 ア 入札書 

 イ 競争参加資格確認関係書類 

 ウ 競争参加資格に関する誓約書 

 エ 暴力団等に該当しない旨の誓約書 

 オ その他必要な書類（委任状等） 

(3) 開札に当たっての留意事項 

   ア 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者

又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせ

て行う。 

   イ 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場すること

はできない。 

   ウ 入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職

員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する

委任状（所定のものがあれば別添添付）を提示しなければならない。 

   エ 入札参加者又はその代理人は、入札中は、特にやむを得ない事情があると認め

られる場合のほか、開札場を退場することができない。 
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   オ 開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価

格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札に参加する場合は、あ

らかじめ再度入札のための入札書を準備しておくこと。 

(4）契約の締結 

    落札者（対象公共サービスを実施する者をいう。以下同じ。）決定後、厚生労働省

と落札者は、契約（契約書の様式は別途定める。）の締結に向けた準備を進めるとと

もに、業務開始に向けた引継ぎ等に係る調整を開始する。 

(5）言語及び通貨等 

    入札書その他提出書類に使用する言語及び通貨等は、日本語、日本国通貨、日本

の標準時及び計量法（平成 4年法律第 51 号）に規定する計量単位とする。 

 

第６ 落札者の決定に関する事項 

 

１ 落札者の決定方法 

落札者の決定は、最低価格落札方式とする。 

 

２ 落札者の決定 

(1) 入札公告及び入札説明書に従い入札書を提出した入札参加者であって、入札公告及

び入札説明書に示す競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札参加

者の入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とする。 

(2) 開札後、落札者となるべき者が「競争の導入による公共サービスの改革に関する法

律に規定する暴力団排除に関する欠格事由の運用要領について」における、警察庁へ

の意見聴取の結果、法第 10 条第４号及び第６号から第９号までのいずれかに該当す

ると認められる場合には、当該落札者となるべき者の入札を無効とする。また、落札

者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い

者を落札者とすることがある。 

(3) 落札者となるべき者が二者以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引か

せ、落札者を決定するものとする。また、入札参加者又はその代理人が直接くじを引

くことができないときは、入札事務に関係のない職員がこれに代ってくじを引き落札

者を決定するものとする。 

(4) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取

り消すものとする。 

(5) 厚生労働省は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札

金額等について公表するものとする。 

(6) 再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は再度の入札

公告によると本業務の実施の準備に必要な期間を確保することができない等のやむ

を得ない場合には、本業務を厚生労働省が自ら実施すること等ができる。この場合に

おいて、厚生労働省はその理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以

下「監理委員会」という。）に報告する。 

 

第７ 本事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 
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   本事業における従来の実施状況に関する情報の開示については、別紙２「従来の実

施状況に関する情報の開示」のとおり。 

   なお、本要項にて開示する以外の従来の実施状況に関する情報の開示を希望する場

合は、第５の１の入札書類の提出期限の前日までに厚生労働省宛て申し出ること。 

 

第８ 受託者が厚生労働省に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な

措置その他適正かつ確実な実施の確保のために受託者が講ずべき措置 

 

１ 作業場所等 

  (1) 作業場所及び作業に必要となる設備・機器、備品及び消耗品等は、受託者の責任

において用意すること。 

  (2) 作業場所及びデータの保管場所は日本国内とすること。 

   (3) 資料を保管する鍵付きの棚を用意すること。 

   (4) 本業務で使用する機器に対し、必要なセキュリティ対策等が講じられていること。 

 

２ 報告等 

   受託者は、厚生労働省に対し、本事業の契約に基づく報告を行うこと。 

   厚生労働省は報告を受け、業務の適正かつ確実な実施を確保するため、必要に応じ

受託者との情報交換を行う。 

   また、別途、厚生労働省の必要に応じて報告等を求められた場合は、適宜対応する

ものとする。 

 

３ 調査 

  (1) 厚生労働省は、本事業の適正かつ確実に実施を確保するために、必要があると認

めたときは、法第 26 条第 1項に基づき、受託者に対し報告を求め、又は事務所等に

立ち入り、実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に

質問することができる。 

    立入検査を実施する厚生労働省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第

26 条第 1 項に基づくものであることを受託者に明示するとともに、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者に掲示する。 

  (2) 厚生労働省は、受託者が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先

に対して、委託事業に係る関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことが

できることとする。 

 

４ 指示 

   厚生労働省は、本事業の適正かつ確実に実施を確保するために、必要があると認め

たときは、受託者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

 

５ 秘密の保持 

   受託者は、本事業に関して厚生労働省が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及

び事業遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そ

のための必要な措置を講ずること。受託者（法人である場合はその役員）若しくはその

職員その他の本事業に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏

らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、

法第 54 条により罰則の適用がある。 
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６ 個人情報の取扱い 

  (1) 受託者は、個人情報を収集及び保管し、又は使用するに当たっては、本事業の実

施に必要な範囲内でこれらの個人情報を収集及び保管し、又は使用しなければなら

ない。 

  (2) 受託者は、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 

 

７ 契約に基づき受託者が講ずべき措置 

(1）事業の開始及び中止 

   ア 受託者は、締結された本契約に定められた事業開始日に、確実に本事業を開始

しなければならない。 

   イ 受託者は、やむを得ない事由により、本事業を中止しようとするときは、あら

かじめ厚生労働省の承認を受けなければならない。受託者は、本事業を中止する

場合には、厚生労働省の求めに応じ、(2) イの「終了時の引継方法」に準じた引

継ぎを行わなければならない。 

(2) 事業の実施体制及び引継ぎ 

   ア 事業の実施体制 

     受託者は、本事業を適切に実施するため、事業開始に当たり、第２の５の実施

体制を確保すること。 

   イ 事業開始前及び終了時の引継方法 

     受託者は、本事業の契約期間が開始する前に、本事業を行っている者から事前

に十分な引継ぎを受けること。当該引継ぎに要する費用は受託者の負担とし、事

業実施に必要な知見等の移転が終了するまで行うものとする。なお、契約期間開

始前に事業を行っていた者が引き続きその事業を行うこととなる場合には、この

限りではない。 

     また、本事業の契約期間が終了する際、受託者は本事業を引き継ぐ者に対し、

厚生労働省の指示に従い、事前に十分な引継ぎを行うこと。当該引継ぎに要する

費用は引継ぎを受ける事業者の負担とし、本事業を引き継ぐ者が決定次第速やか

に引継ぎを開始して、業務に必要な知見等の移転が完了するまで行うものとする。

なお、契約期間終了後に引き続きその者が事業を行うこととなる場合には、この

限りでない。 

  (3) 情報管理体制  

ア 受託者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確

保し、当該体制を確保していることを証明するため、厚生労働省に対し「情報取

扱者名簿」（当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性の

ある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。）及び「情

報セキュリティを確保するための体制を定めた書面（情報管理体制図、情報管理

に関する社内規則等）」（業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。）を提出

すること。  

（確保すべき体制）  

・ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。  

・ 受託者が本業務で知り得た情報について、厚生労働省が承認した場合を除き、

受託者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏え

いされないことを保証する履行体制を有していること。  
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・ 受託者が本業務で知り得た情報について、厚生労働省が承認した場合を除き、

受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、

コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を

行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体

制を有していること。  

※「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者（当該業務の情報取扱いの全てに責

任を有する者）、情報取扱管理者（当該業務の進捗管理等を行い、保護を要する情

報を取り扱う可能性のある者）、その他保護を要する情報を取り扱う可能性のある

者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、業務の一部を再委託

する場合は再委託先も含めて、記載すること。 

イ 受託者は、アの「情報取扱者名簿」及び「情報セキュリティを確保するための

体制を定めた書面（情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等）」に変更があ

る場合は、予め厚生労働省に申請を行い、承認を得なければならないこと。 

ウ 受託者は、本業務で知り得た情報について、厚生労働省が承認した場合を除き、

受託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこ

と。受託者は、本業務で知り得た情報について、厚生労働省が承認した場合を除

き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザ

ー、コンサルタントその他の受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査

等を行う者を含め、受託者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。 

(4) 公正な取扱い 

   ア 受託者は、本事業の実施に当たって、利用者に均質かつ適切なサービスを提供

し、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 

   イ 受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業にお

ける利用の有無等により区別してはならない。 

(5）金品等の授受の禁止 

    受託者は、本事業を遂行する上で必要な経理事務等の適法かつ適正な金品等の授

受以外で金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

(6）宣伝行為の禁止 

   ア 受託者及び本事業に従事する者は、厚生労働省や本事業の名称又はその一部を

用いて、本事業以外の自ら行う事業の宣伝に利用すること（一般的に会社案内資

料に列挙されるような受注実績の一つとして、事実を示す場合等を除く。）及び当

該自ら行う事業の一部であるかのように誤認するおそれのある行為をしてはなら

ない。 

   イ 受託者及び本事業に従事する者は、本事業の実施に当たって、自らが行う他の

事業の宣伝を行ってはならない。 

(7）法令の遵守 

    受託者は、本事業を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなければ

ならない。 

(8）安全衛生 

    受託者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責

任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

(9）記録・帳簿書類等 

    受託者は、本事業に関して作成した記録や帳簿類を、事業を終了し、又は中止し

た日の属する年度の翌年度から起算して 5年間保管しなければならない。 

  (10) 履行完了後の資料の取扱い  
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受託者は、厚生労働省又は関係機関から提供した資料又は厚生労働省が指定した

資料の履行完了後の取扱い（返却、削除等）について、厚生労働省の指示に従うこ

と。 

(11）権利の譲渡 

    受託者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲

渡してはならない。 

(12) 権利義務の譲渡 

   ア 本事業の結果に関する著作権等の権利は、厚生労働省に帰属する。 

   イ 本事業の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触するときは、受託

者の責において必要な措置を講じなければならない。 

（13）取得した個人情報の利用の禁止 

     受託者は、本事業によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は厚生労働省以

外の者との契約（本事業を実施するために締結した他の者との契約を除く。）に基づ

き実施する事業に用いてはならない。 

（14）再委託の取扱い 

    ア 受託者は、本事業の実施に当たり、その全部を一括して第三者（受託者の子会

社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をい

う。）を含む。）に再委託してはならない。また、再々委託は一切してはならない。 

   イ 総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。 

    ウ 受託者は、本事業の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原

則として、あらかじめ再委託に関する事項（再委託先の住所、名称、再委託先に

委託する事業の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の事業遂

行能力並びに報告徴収その他の業務管理方法）について記載しなければならない。

また、再委託の割合は委託費全体の 50％を超えてはならない。 

    エ 受託者は、本契約締結後事情の変更等により再委託を行おうとする場合には、

再委託先に関する事項を明らかにした上で、事前に厚生労働省の承認を受けなけ

ればならない。 

    オ 受託者は、イ及びウにより再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を

徴収することとする。 

    カ 再委託先は、第８の１及び５から７までに掲げる事項その他について、受託者

と同様の義務を負うものとする。 

    キ 受託者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て受託者の責任において行う

こととし、再委託先の責めに帰すべき事由が生じた場合は、受託者の責めに帰す

べき事由とみなし、受託者が必要な措置を講ずることとする。 

（15）契約内容の変更 

     受託者及び厚生労働省は、軽微な変更を除き、本事業のさらなる質の向上の推進

又は経済情勢の変動、天災地変の発生その他契約の際、予測できなかった著しい変 

更が生じたことにより本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の

理由を提示し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第 21 条の規定に従っ

た適切な手続を行わなければならない。 

     ただし、厚生労働省は、次のいずれかに該当するときは、受託者にその旨を通知

するとともに、受託者と協議の上、契約を変更することができる。 

ア  本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

イ  消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 

ウ  上記ア及びイのほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の

新設・変更（税率の変更含む。） 



13 

(16）契約解除 

アからクまでのいずれかに該当する場合は、厚生労働省は受託者に対する書面に

よる通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の

再委託先が該当する場合も、同様とする。 

なお、その他の契約解除事由については契約書に定める。 

ア 法第 14 条第 2 項第 3 号又は第 15 条において準用する第 10 条（第 11 号を除  

く。）の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくな

ったとき 

イ 法第 20 条第 1項の規定による契約に従って本事業を実施できなかったとき、又

はこれを実施することができないことが明らかになったとき 

ウ イに掲げる場合のほか、法第 20 条第 1項の契約において定められた事項につい

て重大な違反があったとき 

エ 受託者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処

分を受け又は送検されたとき 

オ 受託者が本契約締結以前に厚生労働省に提出した書類等に虚偽があったことが

判明したとき 

カ 受託者が、受託者又はその役員若しくは使用人がエの状況に至ったことを報告

しなかったことが判明したとき 

キ 第８の２に規定する調査に対する虚偽の報告等が発覚したとき 

ク この委託事業を適正に遂行することが困難であると厚生労働省が認めるとき 

  （17）契約解除時の取扱い    

ア (16)により契約を解除したときは、委託事業の完了部分に相当する委託費の支

払を行う。ただし、契約の解除について、受託者に故意又は重大な過失が認めら

れたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した

委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。さらに、契

約が解除された場合において、受託者は、厚生労働省との協議に基づき委託事業

の残務を処理するものとする。 

イ アの場合において、受託者は、違約金として、厚生労働省の請求に基づき、契

約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）

の10％に相当する金額を厚生労働省の指定する期間内に納付しなければならない。 

   ウ 受託者は、契約の履行を理由として、イの違約金を免れることができない。 

エ イの規定は、受託者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合に お

いて、厚生労働省がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（18）契約の解釈 

     本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受託者と厚生労働省が

協議するものとする。 

(19) 問題発生時の連絡 

    情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、厚生労働省にそ

の内容について報告すること。 

 

 

第９ 受託者が本事業を実施するに当たり第三者又は国に損害を加えた場合において、そ

の損害賠償に関し契約により当該受託者が負うべき責任に関する事項 
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１ 受託者は、この契約に違反し、又は受託者の故意若しくは過失によって国に損害を 

与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならな

い。 

２ 厚生労働省は、第８の６(16)クの規定により契約の解除をしたときは、受託者に対

して損害賠償の請求をしないものとする。 

３ 受託者は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、受託者の

負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が厚生労働省

の責に帰するべき理由による場合は、この限りでない。 

 

第 10 本事業に係る評価に関する事項 

 

１ 事業の実施状況に関する調査の時期 

   総務大臣が行う評価（令和●４年●６月頃予定）の時期を踏まえ、令和２年度末時

点における状況を調査する。 

 

２ 調査の方法 

   厚生労働省は、受託者が実施した内容について、第２の４(5)に定める報告等に基づ

き、実施状況を調査する。 

 

３ 調査項目 

(1）第２の４の事業の内容及び第２の６の事業の実施により確保されるべき質に関す

る事項 

(2) 実施経費 

    質の維持向上の観点に加え、費用対効果の観点からも調査を行う。 

 

４ 意見聴取 

   厚生労働省は、本事業の実施状況等に関して、必要に応じて受託者（再委託先を含

む。）から直接意見の聴取等を行うことができる。 

 

５ 実施状況等の提出 

   厚生労働省は、上記１の評価を行うため、令和●４年●５月を目途に総務大臣及び

官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。）へ本事業の実施状況等を提

出するものとする。なお、厚生労働省は、本事業の実施状況等を提出するに当たり、外

部有識者の意見を聴くものとする。 

 

第 11 その他本事業の実施に関し必要な事項 

 

１ 本事業の監督上の措置等の監理委員会への報告 

   厚生労働省は、法第 26 条又は第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行っ

た場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告す

ることとする。 

 

２ 厚生労働省の監督体制 

   本契約に係る監督は、契約担当者が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その

他の適切な方法によって行う。 
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３ 受託者の主な責務等 

(1）罰則規定 

   ア 法第 25 条第２項の規定により、本事業に従事する受託者は、刑法（明治 40 年

法律第 45 号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員と

みなされる。 

   イ 法第 54 条の規定により、本事業の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用

した者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処される。 

   ウ 法第 55 条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の

答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30 万円以下の罰金に処される。 

   エ 法第 56 条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の違反行為をしたとき

は、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。 

(2) 会計検査 

    受託者は、会計検査院法（昭和 22 年法律第 73 号）第 23 条第 1項第 7号に規定す

る者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第

26 条により、同院の実地検査を受け、又は同院から資料・報告等の提出を求められ、

若しくは質問を受ける場合がある。 

 

 



受
託
者

国

（
委
託
者

）

①概算払請求書を提出（四半期ご

②委託費の支払（四半期ごと）

③各年度の事業終了後、「委託事業
実施結果報告書」及び「委託事業費
精算報告書」を提出

④「委託事業実施結果報告書」及び
「委託事業費精算報告書」を検査し、
「委託費確定通知書」を交付

（財務省との協議が整った場合において、受
託者は各年度の四半期ごとに委託費の概算
払を請求することができる）

⑤委託費の確定精算の結果生じた
残額を国庫へ返納

精算払の場合

①各年度の事業終了後、「委託事業
実施結果報告書」及び「委託事業費
精算報告書」を提出

②「委託事業実施結果報告書」及び
「委託事業費精算報告書」を検査し、
「委託費確定通知書」を交付

③適法な支払請求書を提出

④委託費の支払

概算払の場合
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従来の実施状況に関する情報の開示 

 

１ 従来の実施に要した経費                      （万円） 

 平成 30 年度（精算額） 令和元年度（精算額） 令和２年度（契約額） 

１ 人件費 466 476 490 

２ 管理費 20 26 55 

①再委託先との打合せ旅費 17 18  

②事務機器リース料等 ２ ９ 20 

③印刷製本費 ０ ０ ３ 

④通信運搬費 ０ ０ 15 

⑤支払手数料 ０ ０ 17 

３ 事業費 7,603 6,840 ０ 

  ①再委託事業費 5,615 5,259  

 ②職場体験講習委託費 30 32 別途実費精算 

 ③職場体験講習受講援助費 12 14 別途実費精算 

 ④傷害賠償責任保険料 3 3 別途実費精算 

 ⑤試行雇用助成金 1,576 1,300 別途実費精算 

 ⑥セミナー等実施事業費 301 165 別途実費精算 

 ⑦印刷・発送費 24 26  

 ⑧諸用紙印刷費 10 11 ０（→管理費③） 

 ⑨通信運搬費 14 15 ０（→管理費④） 

⑩銀行口座振込手数料 17 14 ０（→管理費⑤） 

４ 消費税 647 734 55 

５ 合計 8,736 8,076 600 

（参考）令和２年度契約額に対

応する金額（消費税除く）※３ 

527 542 545 

※1 項目ごとに単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が合わない場合がある。 

※2 令和元年度までは、本事業及び刑務所出所者等就労支援事業（協力雇用主支援事業）を

再委託で実施していた（３①の経費）。 

※3 人件費＋管理費＋事業費⑧⑨⑩ 
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２ 従来の実施に要した人員 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度（見込み） 

人員 兼任２人 兼任２人 兼任２人 

兼任者の従事割合 70％、30％ 70％、30％ 80％、20％ 

※令和元年度までは、本事業及び刑務所出所者等就労支援事業（協力雇用主支援事業）を再

委託で実施していたことから、本事業及び再委託事業に関する指導・監督を上記人数で実

施していた。 

 

３ 従来の実施における実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

（見込み） 

職場体験講習委託費の支給件数 23 件 14 件 20 件 

職場体験講習受講援助費の支給件数 23 件 14 件 20 件 

試行雇用助成金の支給件数 165 件 160 件 160 件 

セミナー等の実施件数 73 件 58 件 58 件 

 

４ 従来の実施に要した施設及び設備 

 

都内民間ビル、事務機器 

 

 

５ 従来の実施方法等 

 

別紙３及び別添参照 

 

 



①職場体験講習実施調整

講習受講生 講習実施者

関係機関公共職業安定所

受託者

保険会社

②
実
施
決
定
通
知
書

④
傷
害
賠
償

責
任
保
険
加
入

⑥
職
場
体
験
講
習
受
講
援
助
費

支
給
申
請

⑥
職
場
体
験
講
習
実
施
奨
励
金

支
給
申
請

⑦審査、支給・不支給決定

③受理

⑧
支
給
・
不
支
給
決
定
通
知

⑧
支
給
・
不
支
給
決
定
通
知

⑨
（
支
給
決
定
の
場
合
）
振
込

⑨
（
支
給
決
定
の
場
合
）
振
込

職場体験講習 支給等事務フロー

⑤職場体験講習実施
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①トライアル雇用
刑務所出所者等 事業主

保護観察所
公共職業安定所

受託者

②
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用

実
施
決
定
通
知
書

④
試
行
雇
用
助
成
金

支
給
申
請
書
提
出

③受理
⑦審査
⑨支給・不支給決定

⑩
支
給
・
不
支
給
決
定
通
知
書

⑪
（
支
給
決
定
の
場
合
）
振
込

試行雇用助成金 支給事務フロー

連携

就
労
支
援

⑤確認欄に記載

⑥
試
行
雇
用
助
成
金

支
給
申
請
書
提
出

⑧必要に応じて
実施状況等確認
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セミナー・事業所見学会 実施者

公共職業安定所・関係機関
⑧
振
込

セミナー・事業所見学会 支給事務フロー

①
調
整
・
実
施
依
頼

②
承
諾

受託者

③
実
施
計
画
提
出

④受理
⑦審査

⑤
実
施

⑥
実
施
報
告
提
出
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